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１ 事業の趣旨 

 厳しい雇用情勢が続く中で、離職者等の就農を一層促進し本県の農業の担い手
の確保と育成を図るため、新規就農希望者が農家や農業法人等において、栽培・
加工・販売等に関するノウハウを習得するための雇用的形態による実践的な研修
（ＯＪＴ研修）を実施します。 
 

２ 支援内容 

 農林事務所が、農家や農業法人等に対し新規就農希望者の研修（1月以上、 
最長 6ヶ月間）の受入を依頼します。 
 研修受入農家には、月額１０万円以内で助成（研修受入謝礼）します。 

 

３ 支援要件・手続き 

 ○ 平成 21 年 11 月～平成 22 年 3 月に研修受入を開始される方を対象とします。 
   ※3 月までの研修に要する経費を助成します。 
 ○ 事業を実施するための要件は次のとおりです。 
  ① 就農希望者に対し、農業技術や経営手法等を習得させる研修（ＯＪＴ研

修）を行っていただきます。 
  ② 就農希望者と研修手当等に関する具体的な取り決めをし、保険（傷害保険

等）に加入していただきます。 
  
  ＜事業実施の流れ＞ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 担当部署 

 農林水産部 農業振興課 電話 ０２４-５２１-７３３６ 
【お問い合わせ、事業の申込み先】各農林事務所(農業振興普及部・農業普及所) 

就農円滑化研修事業 

～雇用的形態の研修により農業への就業を支援します～ 



地域
全域

県南

いわき

※１９日が土日祝日の場合、休日明け最初の日を重点相談日とします。
※できる限り事前に電話等で御連絡の上、おいで下さい。

相双

（０２４１）６２－５２６４

･･･毎月１９日は「重点相談日」･･･
　毎月１９日には、相談担当職員が終日皆さんのお越しをお待ちしています。

（０２４１）７２－２２４３
（０２４４）２６－１１５２
（０２４０）２２－３１５９
（０２４６）２４－６１６１

富岡町小浜481番地
いわき市平字梅本15番地

南会津

（０２４）９３５－１３１０

（０２４１）２４－５７４３
（０２４２）８３－２１１２
（０２４１）５４－２８０１

（０２４７）６２－３１１３
（０２４８）７５－２１８１
（０２４８）２３－１５６３
（０２４２）２９－５３０７

金山町大字川口字上町656-1番地
南会津町田島字根小屋甲4277番地の1
南会津町山口字村上842番地
南相馬市原町区錦町一丁目30番地

白河市昭和町269番地
会津若松市追手町7番5号
喜多方市松山町鳥見山字下天神6番地の3
会津坂下町大字見明字南原881番地

郡山市麓山一丁目1番1号
三春町大字熊耳字下荒井176番地の5
須賀川市花岡34番地

窓口機関 所在地

福島市杉妻町5番75号
伊達市保原町大泉字大地内124番地

福島市中町8番2号(自治会館内8F)

県南農林事務所農業振興普及部

県北

県中

会津

県中農林事務所農業振興普及部

　 　　〃　　　　　会津坂下農業普及所

　　　 〃　　　　　双葉農業普及所
いわき農林事務所農業振興普及部

　　 　〃　　　　　田村農業普及所
　　 　〃　　　　　須賀川農業普及所

 　　　〃　　　　　金山普及所
南会津農林事務所農業振興普及部
　 　　〃　　　　　　南郷普及所
相双農林事務所農業振興普及部

会津農林事務所農業振興普及部
　 　　〃　　　　　喜多方農業普及所

　　 　〃　　　　　安達農業普及所

電話番号

二本松市金色424番地の1

（０２４）５２１－７６６６
（０２４）５７５－３１８１
（０２４３）２２－１１２９

福島県青年農業者等育成センター （０２４）５２１－９８３５

就農相談の窓口

県北農林事務所農業振興普及部
　　 　〃　　　　　伊達農業普及所

『農業をやってみたい！』
　そんな想いをお持ちの方が増えて
います。
　でも、農業を仕事にするには、いろ
いろな準備が必要です。
　「どんな準備が必要なの？」
　「研修をしたいけどどうすればいい
の？」
　そんな疑問にお答えするため、
相談窓口を開設しています。

農業はあまくはない！
でもやりがいのある
「仕事」です！！


